
更新判定と基本チェックリストの流れ Q&A No.77 参考資料

サービス事業所（ミニデイ・運動型）

※3ヶ月毎

更新可否結果を報告

サービス事業所（ミニデイ・運動型）

※3ヶ月毎

更新可否結果を報告

委託居宅介護支援事業所がケアプラン作成者の場合

いきいき支援センターがケアプラン作成者の場合

いきいき支援センターへ
更新判定の結果を提供票

（第7票）にて報告

提供票（第7票）提出

基本チェックリストを作成
原本・写し２枚を作成

※写しを１枚事業所で保管

地域ケア推進課へ
提出

いきいき支援センターにて
更新判定を実施

写し１枚を
提出

原本提出

基本チェックリストを作成
原本・写し２枚を作成

※写しを１枚事業所で保管

地域ケア推進課へ
提出

写し１枚を
提出

委託居宅介護支援事業所にて
更新判定を実施

原本提出


